
 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構物品等調達一般競争入札公告 

 

物品の調達について、下記のとおり一般競争入札を行うので、公告する。 

なお、本公告に記載のない事項については地方独立行政法人埼玉県立病院機構一般競争

入札執行要綱の規定によるものとする。 

 

 令和４年３月７日 

 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

埼玉県立がんセンター 

病院長  横田 治重 

記 

１ 調達内容 

⑴  調達案件名称及び数量 

  令和４年度検査試薬単価契約について（極東製薬） 

⑵ 調達案件の仕様 

  別添仕様書の通り 

⑶ 納入期間（履行期間） 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

⑷ 納入場所（履行場所） 

  埼玉県立がんセンター内の指定場所（北足立郡伊奈町小室７８０番地） 

⑸ 入札方法 

本件入札は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構一般競争入札執行要綱に基づき行  

 う。落札決定に当たっては、予定価格に１１０分の１００を乗じて得た価格の範囲

内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額（単価契約の場合は、見積もった契約希望単価に購入予定数量を乗じて得た額）

の１１０分の１００に相当する金額を算出し、その合計金額（整数）を入札書（様式

第４号）に記載すること。 

 

２ 入札参加資格 

 次の要件をすべて満たすこと。 

⑴ 地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程第３条第２項各号に該当しな

い者であること。 

⑵ 令和３・４年度埼玉県物品等競争入札参加資格者名簿（「入札参加資格者名簿」）に

登載され、業種区分「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされた者であること。 

⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等

の措置要綱又は地方独立行政法人埼玉県立病院機構入札参加停止要綱に基づく入札参

加停止措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置

要綱又は地方独立行政法人埼玉県立病院機構暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除

外措置を受けていない者であること。 

 

３ 入札参加資格の確認  



この入札に参加しようとする者は、次のとおり一般競争入札参加資格確認申請書（以

下「確認申請書」という。）（様式第２号）を提出し、入札参加資格の確認を受けなけれ

ばならない。 

⑴ 提出期限 

  令和４年３月１５日（火） 正午 

⑵ 提出方法 

  持参、電子メール又はファクシミリにより提出すること。電子メール又はファクシ

ミリにより提出する場合は、送信後に必ず電話で着信確認を行うこと。 

⑶  提出先 

  〒362—0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室７８０番地 

   地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

    埼玉県立がんセンター 事務局用度担当 大﨑 

⑷ 結果の通知 

  病院長は、入札参加資格の有無について審査し、令和４年３月１８日（金）午後５

時までに、入札参加資格等確認通知書（以下「確認通知書」）をファクシミリもしくは

電子メールにて通知する。なお、参加資格が「なし」の場合は、確認通知書にその理

由を付するものとする。 

 

４ 仕様書等に関する質問及び回答 

仕様書等に関する質問及び回答は、以下のとおり行う。 

⑴ 受付期限 

  令和４年３月９日（水）正午 

  （日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「県の休日」）

という。）及び平日の午後５時１５分から午前８時３０分までを除く。） 

⑵ 提出方法 

  持参、電子メール又はファクシミリにより質問票（様式第１号）を提出して行うこ

と。電子メール又はファクシミリにより提出する場合は、必ず電話で着信確認を行う

こと。 

⑶ 提出場所 

  〒362—0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室７８０番地 

    地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

      埼玉県立がんセンター 事務局用度担当 大﨑 

     電話 ：０４８－７２２－１１１１（内線２１７２） 

          ＦＡＸ：０４８－７２２－１１２９ 

⑷ 回答の方法 

  入札参加資格者全員に共通する質問に対する回答は、地方独立行政法人埼玉県立病

院機構（以下「病院機構」という。）のホームページに掲載する。 

⑸ 回答の日時 

  令和４年３月１１日（金）午後５時まで 

 

５ 入札保証金及び契約保証金 

  別紙「入札保証金・契約保証金について」のとおり。 

 

６ 入札書の提出 

入札参加資格者は、以下のとおり入札書を提出しなければならない。 



⑴ 入札書提出期日 

  令和４年３月２５日（金）午前１０時（必着） 

⑵ 入札書の提出方法 

  郵送（書留郵便に限る）又は持参により提出すること。入札書を封入して封かんし

た上で、その封筒（以下「中封筒」）に、「初度入札」又は「再度入札」の回数を明記

する。初度入札と再度入札の回数分の中封筒を封入して封かんした上で、その封筒に

「令和４年３月２５日開札 令和４年度検査試薬単価契約（極東製薬）」を朱書で明記

しなければならない。なお、代理人が入札する場合は、入札（見積）委任状（様式第

５号）も併せて提出しなければならない。 

⑶ 入札書の提出場所 

  〒362—0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室７８０番地 

    地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

      埼玉県立がんセンター 事務局用度担当 

 

７ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

⑴ 入札参加資格のない者がした入札 

⑵ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の

率による額に達しない者がした入札 

⑶ 公告で定められた方法以外の方法で入札書を提出した者がした入札 

⑷ 入札書と併せて入札見積金額内訳書の提出が求められた入札において、不備な入札

見積金額内訳書を提出した者がした入札 

⑸ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

⑹ 虚偽の確認申請書、確認資料又は資格審査資料等を提出した者がした入札 

⑺ 入札の辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 

⑻ 入札者の押印がない入札書による入札 

⑼ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による入札 

⑽ 入札金額を訂正した入札書による入札 

⑾ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

⑿ 記入すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による

入札 

⒀ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

⒁ 他人の代理を兼ねた者がした入札 

⒂ ２以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がした入札 

⒃ 前各号に定めるもののほか、この公告に示す事項に反した者がした入札 

 

８ 開札日時 

  令和４年３月２５日（金）午前１０時から 

 

９ 落札者の決定等 

予定価格の100/110以下の価格で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

ただし、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、くじにより落札者を

決定する。 

 

10 再度入札 



⑴ 初度入札において落札者がいない場合は、再度入札を行うものとする。ただし再度  

 入札は１回とする。 

⑵ 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札にお 

 いて無効の入札をした者は、再度入札に参加することができない。 

 

11 契約書 

⑴ 契約書は２通作成し、双方各１通を保管する。 

 ⑵ 埼玉県立がんセンター病院長が契約の相手方とともに契約書に記名して押印し  

  なければ、本契約は確定しないものとする。 

 ⑶ 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

 

12 現場説明会 

  現場説明会は開催しない。 

 

13 その他 

⑴ 天災等が原因で入札・開札事務の処理ができない場合は、入札・開札の延期措置を

講ずるものとする。なお、入札・開札の延期措置を講ずる場合は、電話や電子メール

等その時に可能な方法で、必要な事項を連絡する。 

⑵ 入札参加者又は契約の相手方が本件の調達に関して要した費用は、すべて当該入札

参加者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。 

⑶ 本件調達に関して提出された書類は返却しない。また、法人は提出された書類を当

該調達案件以外に使用しない。 

⑷ 入札参加者等は、入札後、この公告、仕様書等についての不明を理由として異議を

申し立てることはできない。 

⑸ 妨害、不正行為、被認定者との連合、その他入札を公正に執行することができない 

事由が生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、入札期日を延期し又は入札を

取りやめることがある。この場合は、電話や電子メール等により、必要な事項を連絡す

るものとする。 

 ⑹ 令和４年度において、予算の削除又は減額があった場合、当該契約の締結を見合わ

せる場合がある。 

 

14 この公告に関する問合せ先 

   地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

    埼玉県立がんセンター 事務局用度担当 

    電話 ： ０４８－７２２－１１１１（内線２１７２） 

    ＦＡＸ ： ０４８－７２２－１１２９ 

    電子メール ： g.youdo@saitama-pho.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 



【入札執行スケジュール】 

 

項   目 日   程 

入札公告日 令和４年３月７日（月） 

質問票提出期間 
入札公告日から 

令和４年３月９日（水）正午まで 

（質問票に対する回答期限） 令和４年３月１１日（金）午後５時まで 

入札参加資格確認申請期間 
入札公告日から 

令和４年３月１５日（火）正午まで 

（上記申請の結果通知期限） 令和４年３月１８日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 
入札参加資格の確認を得た日から 

令和４年３月２５日（金）午前１０時まで 

開札日時 令和４年３月２５日（金）午前１０時から 

 

  ※１ 現場説明会は開催しません。 

  ※２ 開札における立会は不要とします。 

  ※３ 落札対象となる同額の入札書があった場合は、該当事業者の「くじ番号」

を用いて「電子くじ」により落札者を決定します。 

  ※４ いずれの入札書も予定価格を超過している場合は、再度入札を行います。

再度入札の日程については、１回目の開札後に連絡します。 

  ※５ 落札者は、速やかに契約保証金の納付又は契約保証金免除の書類を提出

してください。また、契約書の締結と併せて、委託契約約款及び仕様書に

示す書類を作成し、提出してください。 

 

 

 

 

  



別紙 

入札保証金・契約保証金について 
 

１ 入札保証金について 

入札参加者又はその代理人（以下「入札参加者等」という。）は、後記(6)によ

り入札保証金を免除される場合を除いては、指定する期限までに入札保証金又は

入札保証金に代える担保（以下「入札保証金等」という。）を所定の手続に従い、

地方独立行政法人埼玉県立病院機構（以下「病院機構」という。）に納付しなけ

ればならない。 

(1) 入札保証金等の額 

  入札保証金等の額は、見積もった契約希望金額に、入札保証金の率（100分

の５以上）を乗じた額とする。なお、開札執行において、入札額に消費税及び

地方消費税を加えた額の100分の５の額が入札保証金の額に満たない場合は、そ

の入札書を無効とする。 

 （有効要件 入札額×110％×５％≦入札保証金額） 

(2) 入札保証金の納付 

  入札参加者等が、入札保証金を納付する場合には、次の方法により納付する。 

  病院機構が発行する納付書兼領収書（３枚綴り）により、入札保証金相当額

（前記(1)の額）を地方独立行政法人埼玉県立病院機構取引金融機関に払い込む

ものとする。この場合には納付書兼領収書の写しを令和４年３月２５日（金）

午前１０時までに下記担当窓口（以下「担当窓口」という。）に提出すること。 

担当窓口 

郵便番号：〒362-0806 

所 在 地：埼玉県北足立郡伊奈町大字小室780番地  

機 関 名：埼玉県立がんセンター 用度担当 大﨑 

電話番号：０４８－７２２－１１１１（代） 

(3) 入札保証金に代える担保の種類及び価値 

前記(1)の入札保証金に代える担保の種類及び価値は次のとおりとする。 

区

分 
種  類 価     値 

ア  国債及び地方債  債権金額 

イ 
 政府の保証のある
債券 

 額面金額又は登録金額（発行価額が額面金
額又は登録金額と異なるときは、発行価額）
の８割に相当する金額 

ウ 
 銀行等が振出し又
は支払保証をした小
切手 

 小切手金額 

エ 
 銀行等が引受け、保
証又は裏書きをした
手形 

 手形金額を一般の金融市場における手形の
割引率によって割り引いた金額 

オ 
 銀行等に対する定
期預金債権 

 当該債権証書に記載された債権金額 

カ 
 銀行等又は保証事
業会社の保証 

 その保証する金額 

 
 
(4) 担保の提供 

  入札参加者等は、前記(3)に掲げた入札保証金に代える担保を提供する場合



には、令和４年３月２５日（金）１０時までに担当窓口に有価証券等の原本を

提出するものとする。なお、預かり時に病院機構から有価証券等と引換えに預

り証を交付する。 

(5) 入札終了後の入札保証金 

ア 入札保証金の還付 

契約の相手方が決定したときは、非落札者の入札保証金又は入札保証金に

代える担保（以下「入札保証金等」という。）を還付するものとし、非落札者

は次のいずれかの方法により入札保証金等の還付を請求する。 

(ｱ) 前記(2)の方法による場合には、入札（契約）保証金還付請求書（様式第

６号）に納付書兼領収書の写しを添付し、提出する。 

(ｲ) 前記(3)の入札保証金に代える担保を提供した場合には、納付時に交付し

た預り証に領収の旨を付記し、記名押印して提出する。 

イ 落札者に係る入札保証金等は、落札者が納付すべき契約保証金がある場合

には、これに充当する。 

ウ 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金等は、その者が契約の締

結をしないときは、法人に帰属する。 

(6) 入札保証金の免除 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程（以下「事務取扱規程」

という。）第６条の規定に基づき、入札保証金の納付の免除を希望する場合は、

入札保証金免除申請書（様式第３号）に、次に掲げる書類を添えて、令和４年

３月１５日（火）正午までに提出すること。 

  ア 保険会社との間に病院機構を被保険者とする入札保証保険契約を締結し

た場合は、保険証書（原本）を提出する。 

  イ 銀行等又は保証事業会社と契約保証の予約をした場合は、予約を証する書

類を提出する。 

  ウ 事務取扱規程第３条に規定する入札参加資格を有する者で、種類及び規模

をほぼ同じくする契約を、以降に２回以上すべて誠実に履行した実績を有す

る場合は、契約の履行について（様式第８号）に次の２点を添えて提出する。 

① 契約書のコピー 

② 履行を証する書類【契約の相手方が発行した契約履行証明書（コピー可）、

契約の相手方が作成した完了検査調書のコピー、 

          振込金額や相手方が記された部分の通帳のコピー、等】 

【補足】 

(ｱ) ①は、種類及び規模をほぼ同じくする契約であること。なお、契約の

相手方は、国及び地方公共団体の他、国立大学法人、地方独立行政法人、

日本赤十字社及びその他の法人が運営する医療機関を対象とする。 

(ｲ) 契約の相手方が埼玉県立がんセンター病院長の場合は②を省略するこ

とができる。 

(ｳ) 「誠実に履行した実績」とは、相手方の履行検査に合格した契約であ

り、契約期間中のものはこれに該当しない。ただし、長期継続契約で契

約期間中の場合は、前年度までの契約履行実績を有効とする。また、同

一契約で複数年度の履行実績がある場合は、年度単位に１件として差し

支えないものとする。 

 

２ 契約保証金について 



契約の相手方は、後記(4)により契約保証金を免除される場合を除いては、契

約保証金又は契約保証金に代える担保（以下「契約保証金等」という。）を所定

の手続に従い、病院機構に納付しなければならない。 

(1) 契約保証金等の額 

契約保証金等の額は、契約金額（消費税及び地方消費税を含む。１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）に契約保証金の率（100

分の10以上）を乗じた額とする。 

 （有効要件 入札額×110％×10％≦契約保証金額） 

(2) 契約保証金に代える担保の種類及び価値 

前記(1)の契約保証金に代える担保の種類及び価値は次のとおりとする。 

区

分 
種  類 価   値 

ア  国債及び地方債  債権金額 

イ 
 政府の保証のある
債券 

 額面金額又は登録金額（発行価額が額面金額
又は登録金額と異なるときは発行価額）の８
割に相当する金額 

ウ 
 銀行等が振出し又
は支払保証をした小
切手 

 小切手金額 

エ 
 銀行等が引受け、保
証又は裏書きをした
手形 

 手形金額を一般の金融市場における手形の
割引率によって割り引いた金額 

オ 
 銀行等に対する定
期預金債権 

 当該債権証書に記載された債権金額 

カ 
 銀行等又は保証事
業会社の保証 

 その保証する金額 

 
 (3) 契約完了後の契約保証金 

ア 病院機構は、契約の相手方が納付した契約保証金等について、契約に基づ

く給付が完了したとき又はその他これを返還する事由が生じたときは、契約

の相手方に対して次のいずれかの方法により契約保証金等を還付する。 

(ｱ) 病院機構が発行する納付書兼領収書（３枚綴り）により納付した場合には、

納付書兼領収書の写しを添付した入札（契約）保証金還付請求書（様式第６

号）の提出により契約保証金を還付する。 

(ｲ) 契約保証金に代える担保を提供した場合には、納付時に交付した領収の旨

を付記して記名押印された預り証の提出によりこれを還付する。 

イ 契約の相手方がその契約上の義務を履行しなかった場合には、契約保証金

は病院機構に帰属する。 

(4) 契約保証金の免除 

契約保証金の納付の免除を希望する場合は、契約保証金免除申請書（様式第

７号）に、次に掲げる書類を添えて契約保証金の免除を申請する。 

ア 保険会社との間に病院機構を被保険者とする履行保険契約を締結したとき

は、保険証書（原本）を提出する。 

イ 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他病院

機構が指定する金融機関と履行保証契約を締結したときは、保証契約書（原

本）を提出する。 

ウ 前号ア又はイ以外で契約保証金の納付の免除を希望する場合は、上記１(6)



ウの規定を準用するものとし、契約保証金免除申請書（様式第７号）及び契

約の履行について（様式第８号）に必要な書類を添えて、落札後、速やかに

担当窓口に提出する。 

  なお、契約書のコピー及び履行を証する書類が、入札保証金免除の申請書

類と同一であっても再度提出すること。 

 

 

 


